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(57)【要約】
　免疫検定の分析のための、より具体的には、側方流動
検定としばしば呼ばれる、クロマトグラフィ検定の向上
した分析のための方法およびシステムが、開示される。
これらの検定は、一般に、検出されるべき検体に関する
ラベルとして目に見える粒子を利用する試験ストリップ
を使用し、ただし、さらなる特徴として、分析ストリッ
プは、分析ストリップにおいてキャプチャされた検体の
量を読み取るため、および保管の目的で取り外し可能で
ある。試験ストリップのイメージは、自動的に分析され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検定の半定量分析または定量分析のための方法であって、
　前記検定の試験ストリップ上に少なくとも1つの一意バーコード符号化テキストセグメ
ントを割り当てるステップと、
　前記検定によって生成された応答区域と一緒に前記少なくとも1つのバーコード符号化
テキストセグメントを備えるイメージを取得するステップと、
　前記取得されたイメージの中で前記少なくとも1つの一意バーコード符号化テキストセ
グメントを識別し、かつ、前記バーコード符号化テキストセグメントの該イメージを光学
較正エンティティとして使用するステップと、
　前記較正情報を使用して、前記検定によって生成されたそれぞれの前記応答区域内の試
験結果線の位置を検出するステップと
を備える方法。
【請求項２】
　前記光学較正エンティティは、バーコード符号化テキストセグメントにおける白スペー
スと黒スペースの等しい面積をもたらすテキストの前記符号化のためにバーコード符号化
スキームを使用するステップを備える請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記光学較正エンティティは、前記少なくとも1つのバーコード符号化テキストセグメ
ントに含まれる前記一意テキストを識別し、かつ、前記一意テキストを使用して、識別さ
れている前記バーコード符号化テキストセグメントの幾何学的サイズについての情報と一
緒に識別された前記テキストの事前格納されたバージョンを識別するステップを備える請
求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記検定は、免疫検定である請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記免疫検定は、側方流動クロマトグラフィ試験ストリップである請求項3に記載の方
法。
【請求項６】
　制御区域と応答区域の両方が存在する請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　制御線強度が、複数の測定された制御線から生成された制御線強度の平均として与えら
れる請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　撮像システムが、コンピュータまたはネットワークに接続されたスキャナを備える請求
項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記撮像システムは、コンピュータまたはネットワークに接続されたカメラを備える請
求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記撮像システムは、コンピュータまたはネットワークに接続された移動電話機カメラ
を備える請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記撮像デバイスは、任意の利用可能なネットワークを介してサーバと通信することが
できる請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも1つのバーコード符号化テキストセグメントは、検定認識パラメータま
たはサンプル認識パラメータを備える請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　検定の半定量分析または定量分析のためのシステムであって、
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　請求項1から13のいずれか一項に記載の方法によるアクションおよび機能をもたらすプ
ログラム命令を実行するように構成された少なくとも1つのコンピュータデバイスを備え
るシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、免疫検定に関し、より具体的には、側方流動検定としばしば呼ばれ
るクロマトグラフィ検定の向上した分析、特に、側方流動検定の定量分析または半定量分
析に関する。これらの検定は、一般に、検出されるべき検体に関するラベルとして目に見
える粒子を利用する試験ストリップを使用し、ただし、さらなる特徴として、分析ストリ
ップは、分析ストリップにおいてキャプチャされた検体の量を読み取るため、および保管
の目的で取り外し可能である。
【背景技術】
【０００２】
　免疫検定は、血漿や尿などのサンプルの中の検体の量を測定するのに使用されるよく知
られた実験室方法である。免疫検定は、抗原に対する抗体の相互作用に基づき、検体(抗
原または抗体)に関する選択性の度合いのため、免疫検定は、試験サンプルの中に見出さ
れる非常に低い濃度の薬物、ホルモン、ポリペプチド、または他の化合物を定量的に測定
するのに使用されることが可能である。長年、訓練された検査技師が、手作業で免疫検定
を実行していた。
【０００３】
　長年、様々なクロマトグラフィ免疫検定技術が、利用可能であった。特に側方流動技術
における、知られているデバイスの1つの一般的な態様は、検定が、視覚的に、つまり、
様々な構成を有することが可能なキャリアに通常保持される、試験ストリップ上の1つま
たは複数の光学的に読み取り可能な線によって、読み取られることである。試験ストリッ
プの一方の終端が、関心対象の特定の目標検体に関して試験される、通常、何らかのタイ
プの体液であるサンプルに暴露される。特定の検体は、とりわけ、特定の生物学的条件、
環境条件、およびバイオハザード条件を示すことが知られている。例えば、尿が、妊娠ま
たは排卵に関して試験されることが可能であり、目標検体が存在する場合、試験は陽性で
ある。体液は、生物学的条件を示す他の検体の存在に関して試験されることも可能であり
、あるいは体液は、薬物などの物質の存在を示すことも可能である。別の例は、水を汚染
物質に関して試験することである。読み取りが光学的に行われる側方流動検定法および側
方流動検定装置の例が、米国特許出願第5,591,645号、米国特許出願第5,798,273号、米国
特許出願第5,622,871号、米国特許出願第5,602,040号、米国特許出願第5,714,389号、米
国特許出願第5,879,951号、米国特許出願第4,632,901号、および米国特許出願第5,958,79
0号に示されている。
【０００４】
　最近、多くの企業が、自動化された免疫検定分析器を製造することを始めている。免疫
検定手順を自動化することは、実行される必要がある多数のステップのため、困難であっ
た。例えば、サンプルが、試薬、ならびに結合された抗原または抗体を有する固体支持材
と混ぜられ、サンプルの中の対応する抗原または抗体、および試薬の中で与えられるラベ
ルが付けられた抗原または抗体が、固体支持材上の抗原または抗体と結合されることが可
能であるように、サンプルがインキュベートされ、次に、この固体支持材が、徹底的に洗
われて、ラベル(蛍光、放射性、化学発光など)が、適切な機構によって検出され、さらに
最後に、関心対象の検体(抗原または抗体)が、検出されたラベルから定量化される。
【０００５】
　側方流動カセット、そしてまた他の類似したカセットを読み取ることに関する問題の1
つは、真に汎用の読取り装置が存在しないことである。今日の市場の読取り装置のすべて
は、類似した特性を有するカセットのグループのために設計されている。結果は、ユーザ
が、異なる形状、プリンタシステムおよびジャーナルシステムに対する異なるユーザイン
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タフェースおよびユーザ接続を有する様々な機器を使用する必要があることである。汎用
の機器が存在しないことは、低価格の測定カセットを使用する可能性を制限する。
【０００６】
　汎用の機器は、異なる形状および色のカセットを処理することができなければならない
。スキャナベース、またはカメラベースのシステムは、スキャナプレート上、またはカメ
ライメージをキャプチャするための別の適切な場所にカセットを配置することが可能であ
る限り、異なる形状のカセットを読み取ることができる可能性がある。カセットと背景の
間のコントラストは、カセットの色、および背景の色に依存して、高いことも、低いこと
も可能である。イメージは、カセットの端部の影を含むことも可能である。イメージは、
焦点が合っていない、または歪んでいることが可能である。スキャナプレート背景は、通
常、黒または白であるが、スキャナの蓋が持ち上げられている(カセットが完全には平坦
でない)状態でスキャンする場合、イメージは、スキャナ外部の光源からの周囲照明を含
むことも可能である。カメライメージをキャプチャする際の背景は、ユーザが適切である
と考える任意の物であることが可能である。周囲照明は、デバイスのカメライメージをキ
ャプチャする際に制御するのが困難である可能性もある。
【０００７】
　食料雑貨類、様々なタイプの製品パッケージ、印刷された読み物などの商品を含むが、
そのような商品には限定されない多くの異なるタイプの物を識別するためにバーコードを
使用することを含め、バーコードを使用することが、さらに普及している。バーコードは
、通常、或る特定の商品に一意識別子を割り当てる。
【０００８】
　バーコードは、数字または文字のセットを符号化するのに使用されるグラフィック識別
子である。バーコードは、標準の商品バーコードEAN13バーコード仕様などの、様々な符
号化規則に準拠して異なる幅を有することが可能なバーとスペースの系列を備える。
【０００９】
　生物医学分野において、バーコードは、病歴を含め、患者についての特定の情報を伝え
るように、さらに患者サンプルに対して行われる検定の分類、ならびに追跡および管理の
目的に加えて、患者サンプルの一意識別子として記述されてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願第5,591,645号
【特許文献２】米国特許出願第5,798,273号
【特許文献３】米国特許出願第5,622,871号
【特許文献４】米国特許出願第5,602,040号
【特許文献５】米国特許出願第5,714,389号
【特許文献６】米国特許出願第5,879,951号
【特許文献７】米国特許出願第4,632,901号
【特許文献８】米国特許出願第5,958,790号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　以上のことから、当技術分野において、生物学的試験デバイスを配置し、較正し、さら
に識別する一般的で、単純で、効果的な手段の必要性が残されていることが、理解されよ
う。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるシステムの実施形態の一例を示す図である。
【図２】本発明によるシステムの実施形態の別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　本発明の或る態様によれば、前述したとおり側方流動試験ストリップを読み取ることが
、スキャナデバイスを使用して行われることで可能である。しかし、スキャナ技術に関し
て、しばしば、該当する、スキャンされたイメージの歪みが、試験ストリップを測定する
際に誤差を生じさせる可能性がある。従来技術において、スキャンされたイメージの中で
被写体をどのように識別すべきかは、よく知られている。試験の結果である線は、そのよ
うな従来技術を使用して、容易に識別される。しかし、試験の精度は、これらの線の幾何
学的位置に依存する。試験結果を与えるのは、これらの線の側方試験ストリップ表面上の
相対的位置である。したがって、スキャンされたイメージの生じた幾何学的歪みは、誤っ
た、または不正確な試験結果をもたらす可能性がある。しかし、イメージが、スキャンさ
れたイメージの中に存在する歪みの量を明らかにすることが可能な被写体を備える場合、
当業者に知られている幾何学的イメージ分析方法が、スキャンされたイメージを、試験ス
トリップ表面の正しいサイズのピクチャに復元するように適用されることが可能である。
この補正されたイメージが、試験の結果である線を識別するのに使用されると、正確な試
験結果が、自動的に得られることが可能である。
【００１４】
　本発明の実施形態の一例によれば、バーコードが、幾何学的歪みを明らかにするのに使
用され、さらに歪みの量を識別するための手段をもたらし、次に、イメージを補正する可
能性をもたらすのに使用されることが可能である。例えば、試験ストリップについての情
報を備えるバーコードセグメントが、試験ストリップの表面上に印刷され、さらにこのバ
ーコード、およびこのバーコードの情報が、バーコード化されたテキストセグメント等の
幾何学的サイズなどの関係のある情報と一緒に、データベースの中に格納されることが可
能である。実施形態のこの例によれば、独自のバーコードシステムが、バーコード上の白
バーと黒バー(または許容できるコントラストを有する他の色)の測定誤差を体系的に補正
するために、バーコードの特殊な設計をもたらす。このバーコードは、等しい面積の黒バ
ーと白バーを常に含む。通常、測定は、現実のバーより細い、または幅広いバーコードバ
ーをイメージの中で生じることが可能である。通常、黒から白、または白から黒への平行
移動は、Ｓ曲線としてモデル化されることが可能である。黒から白への平行移動は、白か
ら黒への平行移動と必ずしも対称的ではない。結果は、誤ったサイズの白バーと黒バーで
ある。黒と白の真の量は同一であるので、次に、システムは、黒と白の量を測定し、その
後、補正を行うことができる。この情報は、カセット上で制御線および測定線の補正を行
うのに使用されることも可能である。
【００１５】
　バーコードは、情報の少なくとも1つの線を含む。バーコードは、必要なだけの数の線
を含むことが可能である。各バーコード線は、黒バーと白バーを規定する固定数のバーコ
ードモジュールを含む。各バーは、1つまたは複数のバーコードモジュールを含む。シス
テムが、バーコードの開始位置および停止位置を検出すると、モジュール幅が、計算され
ることが可能である。モジュール幅、黒バーと白バーの長さおよびバーコードアルファベ
ットから、すべてのバーコード線に関するバーコード記号を計算することが可能である。
バーコード上の第１の情報は、カセットのIDである。対応するデータベースが、バーコー
ドの物理的長さを含む、このカセットに関する情報を含む。システムは、バーコードの長
さ(ピクセル単位の)を見出しており、データベースは物理的距離を含むので、イメージの
DPI(1インチ当たりのドット数)を計算することが可能である。このことは、カメラの照明
条件、撮像条件、および焦点合わせ条件が容易に制御され得ないため、重要である。
【００１６】
　バーコードの左下隅、バーコードの向き、推定されるDPIおよびバーコード左隅からの
測定区域までの距離を記述するカセットデータベースの中の情報から、すべての関心を引
く測定被写体を含む局所探索区域を定義することが可能である。局所探索区域内で、シス
テムは、線、または他の測定被写体を探索することができる。カセットの必要な部分は、
バーコード区域および測定区域だけである。結果は、カセットの他の部分は、イメージの
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内側に入っていなくてもよいことである。カメラを使用してイメージをキャプチャする際
、カセットの小さい部分だけがキャプチャされるだけでよい。すると、低解像度のカメラ
を使用しても、バーコードと測定区域の両方を読み取ることができるのに十分なピクセル
を得ることが可能である。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、光源の制御が全く存在しないので、相対測定を実行するの
にイメージシステムの較正が、必要である。単一の信号だけ(例えば、線の強度)では、十
分でない。側方流動カセットは、通常、各試験線に接続された制御線を有するので、相対
測定=(試験線の強度)/(制御線の強度)を計算することが可能である。制御線と試験線はと
もに、同一の光源および同一のセンサを使用して測定されるので、相対測定は較正でもあ
り、したがって、特定の較正被写体の要件は全く存在しない。
【００１８】
　同一のタイプおよび同一の製造バッチのカセットが、同一のスキャナを使用して処理さ
れる場合、多数の制御線測定に基づいて平均制御線を計算することによって、制御線雑音
のいくらかを除去することができる。
【００１９】
　また、バーコードは、幾何学的/光学情報にとどまらないものを含むことも可能である
。通常バーコードは、カセットID、ロット番号、有効期限日を含み、さらに各測定区域に
関して、標準曲線または定性しきい値を含む。必要なすべての情報は、バーコード上に含
まれる。ユーザは、カセットパッケージ挿入に従って化学/生物学処理を実行するだけで
よい。サンプルがカセット上に塗布された後、プログラムが、培養時間を管理し、スキャ
ンの前に必要な遅延を実行することができる。通常、システムは、カセットデータベース
の中で規定される可能な最短のインキュベート時間の後、スキャンを実行する。最初のス
キャンの後、システムは、イメージの中ですべてのカセットのIDを知る。次に、システム
は、最終的に次のスキャン時間の決定を行うことができる。
【００２０】
　本発明は、データが、要求シンタックスおよび応答シンタックスを介して交換されるこ
とが可能な/クライアント‐サーバ/タイプのネットワークアーキテクチャに基づく分散型
コンテキストまたは集中型コンテキストを使用して実施されることが可能である。
【００２１】
　スキャナまたはカメラは、/クライアント/とも呼ばれるイメージキャプチャデバイスと
してだけ使用される。クライアントは、結果を計算せず、キャプチャデバイスとしてだけ
使用される。
【００２２】
　集中型クライアント-サーバセットアップにおいて、クライアントは、唯一のユーザイ
ンタフェースであり、サーバからのデータ(分析からの結果)を表示することも可能である
。クライアント上の表示が利用可能である場合の話ではあるが。
【００２３】
　分散型セットアップもしくは局所化されたセットアップにおいて、クライアントとサー
バはともに、物理的に接続されることが可能である。そのようなセットアップにおいて、
サーバは、ディスプレイを制御し、駆動するユニットであることが可能であり、さらにユ
ーザインタフェースを扱うことが可能である。
【００２４】
　第１の実施形態において、クライアントは、コンピュータに接続されたスキャナである
ことが可能であり、コンピュータは、すべての処理を行い、ユーザインタフェースを扱う
/サーバ/である。スキャナとサーバの間の接続は、USB、Wifi(他)などの任意の知られて
いる、利用可能な物理的なネットワークおよびプロトコルを使用することができる。
【００２５】
　実施形態の別の例において、/クライアント/は、例えば、GSMタイプのネットワークに
おいてMMSメッセージおよびSMSメッセージを使用して、サーバと通信することができるカ
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メラ、好ましくは、セル電話機カメラであることが可能である。代替として、サーバは、
登録されたユーザのために、電子メールのような他の情報チャネルを使用して、結果を送
り返すことができる。また、支払いトランザクションが、MMS/SMSメッセージトランザク
ションの中に含められることも可能である。
【００２６】
　クライアントは、ユーザインタフェースがどこにあるかに応じて、
イメージをキャプチャして、アップロードする要求をサーバから受信し、あるいは逆に、
イメージをサーバにアップロードし、
サーバからデータを受信する。
【００２７】
　サーバは、
イメージを受信する要求をクライアントに行い、あるいはクライアントからのイメージを
受信する要求を扱い、
イメージを分析し、ローカルディスプレイにおいて結果を利用可能にし、代替として、ク
ライアントに応答をプッシュして戻す。クライアントに応答をプッシュして戻すことは、
クライアントが、適切なディスプレイユニット(例えば、移動電話機)を有することを要求
する。
【００２８】
(概要)
　/クライアント/は、イメージをキャプチャして、送信するのに使用される装置として定
義される。この装置は、任意のデバイスであることが可能であり、さらに本発明は、イメ
ージを分析する目的で全くローカル処理を実行しない「ダム」デバイスの役割をすること
を許す。クライアント装置は、いずれのローカル設定を実行するようにもサーバによって
指示されない。他の遠隔制御されるシステムとは異なり、本発明は、任意のイメージに集
中型分析が実行されることを許す。
【００２９】
　/サーバは、任意のタイプのデジタルネットワークに接続されたコンピュータにインス
トールされるソフトウェアモジュールの完全なセットである。そのようなサーバは、その
結果、任意のタイプの/クライアント/からの要求を扱うことができる。サーバは、例えば
、ユーザの管理されたログオンを可能にすることができ、あるいはサーバは、匿名の使用
を可能にすることができる。いずれの場合も、サーバは、クライアント(電話機)のアドレ
ス(番号)を自動的にログ記録し、または登録し、次に、受信されたイメージを分析するこ
とを開始する。アプリケーションは、要求-応答レジーム、および分析に結び付けられた
トランザクションを制御することができる。利点は、ソフトウェアアップグレードを実行
することが非常に容易であることである。
【００３０】
(実施例)
　スキャナを使用するCalpro AS社からのカルプロテクチンを測定する側方流動カセット
。イメージは、接続されたPCにおいて処理されている。
1.　カセットのセットの上にサンプルを塗布する
2.　最後のカセットの上にサンプルが塗布された直後にプログラムボタンをクリックする
3.　プログラムが、5分後にスキャンする
4.　バーコード候補を探し出す、もはや見出されない場合、24に進む
5.　バーコードの周囲のフレームを探し出す
6.　バーコードモジュールサイズを求める
7.　各黒/白バーの長さを求める
8.　すべての黒バーの長さを累算する、SumB
9.　すべての白バーの長さを累算する、SumW
10.　黒バーおよび白バーに関する平均バー長、MeanBおよびMeanWを計算する
11.　補正Corr=(MeanB-MeanW)/2を定義する
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12.　すべての白バーの長さにCorrを足す
13.　すべての黒バーの長さからCorrを引く
14.　バーコードストリングを求める
15.　カセットIDを求める
16.　カセットデータベースからバーコード長を取得し、DPIを計算する
17.　制御線探索区域を求める
18.　制御線内側探索区域を求める
19.　制御線を基準として試験線探索区域を求める
20.　制御線内側探索区域を求める
21.　局所背景を基準として制御線の強度を計算する
22.　局所背景を基準として試験線の強度を計算する
23.　4に進む
24.　同一ロットからの見出されたすべてのカセットから平均制御線(meanControl)を計算
する
25.　ファイルから古い平均制御線(oldControl)を読み取る
26.　ControlLine=(n*meanControl+m*oldControl)/(n+m)
27.　ただし、n=カセットの数、m=所定の重み(例えば、20)である
28.　ControlLineをファイルに保存する
29.　各カセットに関して、
a.　p=testline/ControlLineを計算する
b.　バーコードからの平均曲線を使用して、最終カルプロテクチン値を補間する
【００３１】
(実施例)
　セル電話機を使用するCalpro AS社からのカルプロテクチンを測定する側方流動カセッ
ト。イメージは、MMSを介して中央サーバに転送される。
カメラに関しては同一であるが、各カセットに関しては、使用される制御線は、測定され
る制御線であり、多数の制御線からの平均ではない。
【００３２】
(実施例)
　スキャナを使用するR-Biopharm社からのDONを測定する側方流動カセット。
　通常、制御線は、検体の量とは無関係である。DONカセットは、異なる。制御線は、検
体の量にも依存する。スキャナ上のDONカセットの処理は、セル電話機からのカルプロテ
クチンの処理と同等である。
　制御平均は、全く使用されない。
【００３３】
　図1は、本発明の実施形態の一例を示す。公共ネットワーク、例えばインターネットま
たは移動電話ネットワークを介して、例えば、デジタルイメージ取得デバイス(クライア
ント)と通信することができる化学試験デバイス(側方流動試験ストリップ)。例えば、MMS
ピクチャが、本発明によるバーコード符号化テキストセグメントについての情報を備える
データベースへのアクセスを提供するサーバに送信されることが可能である。分析結果へ
の応答が、例えば、SMSメッセージとして、システムのユーザに戻されることが可能であ
る。図2は、移動電話機が免疫検定試験のピクチャを取得するのに使用される、本発明の
実施形態の別の例を示す。このピクチャは、MMSメッセージとして送信されてから、例え
ば、中央処理サーバにおいて処理される。応答は、SMSメッセージとしてユーザに送り返
される。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月24日(2010.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検定の半定量分析または定量分析のための方法であって、
　前記検定の試験ストリップ上に少なくとも1つの一意バーコード符号化テキストセグメ
ントを割り当てるステップと、
　前記検定によって生成された応答区域と一緒に前記少なくとも1つのバーコード符号化
テキストセグメントを備えるイメージを取得するステップと、
　前記取得されたイメージの中で前記少なくとも1つの一意バーコード符号化テキストセ
グメントを識別し、かつ、前記バーコード符号化テキストセグメントの該イメージを光学
較正エンティティとして使用するステップと、
　前記較正情報を使用して、前記検定によって生成されたそれぞれの前記応答区域内の試
験結果線の位置を検出するステップと
を備える方法。
【請求項２】
　前記光学較正エンティティは、バーコード符号化テキストセグメントにおける白スペー
スと黒スペースの等しい面積をもたらすテキストの前記符号化のためにバーコード符号化
スキームを使用するステップを備える請求項1に記載の方法。
【請求項３】
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　前記光学較正エンティティは、前記少なくとも1つのバーコード符号化テキストセグメ
ントに含まれる前記一意テキストを識別し、かつ、前記一意テキストを使用して、識別さ
れている前記バーコード符号化テキストセグメントの幾何学的サイズについての情報と一
緒に識別された前記テキストの事前格納されたバージョンを識別するステップを備える請
求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記検定は、免疫検定である請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記免疫検定は、側方流動クロマトグラフィ試験ストリップである請求項4に記載の方
法。
【請求項６】
　制御区域と応答区域の両方が存在する請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　制御線強度が、複数の測定された制御線から生成された制御線強度の平均として与えら
れる請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　撮像システムが、コンピュータまたはネットワークに接続されたスキャナを備える請求
項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記撮像システムは、コンピュータまたはネットワークに接続されたカメラを備える請
求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記撮像システムは、コンピュータまたはネットワークに接続された移動電話機カメラ
を備える請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記撮像デバイスは、任意の利用可能なネットワークを介してサーバと通信することが
できる請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも1つのバーコード符号化テキストセグメントは、検定認識パラメータま
たはサンプル認識パラメータを備える請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　検定の半定量分析または定量分析のためのシステムであって、
　請求項1から12のいずれか一項に記載の方法によるアクションおよび機能をもたらすプ
ログラム命令を実行するように構成された少なくとも1つのコンピュータデバイスを備え
るシステム。



(11) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40



(13) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40



(14) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40



(15) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40



(16) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

20

30

40



(17) JP 2011-501187 A 2011.1.6

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  エイステン・エベルトフト
            ノルウェー・ＮＯ－１１６５・オスロ・ムンケルドバッケン・７


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

